
JP 4829217 B2 2011.12.7

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像処理デバイスにより多次元データセットを視覚化する方法において、前記画像処理
デバイスが、前記データセットにおける構造体のセグメント化を行うステップと、前記デ
ータセットの視覚化を行うステップとを有し、前記視覚化の投影方向が、前記構造体に基
づき決定され、
　前記方法が更に、前記画像処理デバイスが、前記データセットの視覚化から生じる画像
においてレンダリング方法を変更するステップを有し、前記レンダリング方法の変更が、
前記画像における非一様な品質をもたらし、
　前記レンダリング方法の変更が、前記画像におけるサンプリングレートを変更すること
を有し、前記レンダリング方法の変更は、視覚化パラメタに基づき行われる、方法。
【請求項２】
　前記視覚化が、前記投影方向を有する視覚化パラメタに基づき行われ、前記視覚化パラ
メタは、前記データセットの前記セグメント化と低レベル分析との少なくとも１つに基づ
き決定され、前記視覚化パラメタが、前記構造体の相対位置、前記構造体に対する方向、
前記構造体と注目対象との距離、動き推定及び動き補償からなるグループから選択される
、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記構造体が、生体検査針及び内視鏡プローブのいずれかであり、前記データセットの
第１の投影は、前記構造体の長手軸の方向で行われ、結果として、前記長手軸の方向に垂
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直な画像表面領域を持つ第１の画像を生じさせ、前記データセットの第２の投影が、前記
構造体の長手軸に垂直な方向で行われ、結果として、前記構造体を有する第２の画像を生
じさせる、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記視覚化パラメタの少なくとも１つが、前記データセットの視覚化の間に表示される
、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記セグメント化が、Hough変換とアクティブローカライザの決定とのいずれかに基づ
き行われる、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記データセットが、超音波画像化システム、CT画像化システム及びMR画像化システム
のいずれかを用いて得られる、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　多次元データセットを視覚化するための画像処理デバイスであって、前記データセット
を格納するメモリと、前記データセットをロードする処理、前記データセットにおける構
造体のセグメント化を行う処理及び前記データセットの視覚化を行う処理を行う画像プロ
セッサとを有し、前記視覚化の投影方向が、前記構造体に基づき決定され、
　前記データセットの視覚化から生じる画像におけるレンダリング方法が変更され、前記
レンダリング方法の変更が、前記画像における非一様な品質をもたらし、
　前記レンダリング方法の変更が、前記画像におけるサンプリングレートを変更すること
を有し、前記レンダリング方法の変更は、視覚化パラメタに基づき行われる、画像処理デ
バイス。
【請求項８】
　前記構造体が生体検査針であり、前記視覚化は視覚化パラメタに基づき行われ、前記視
覚化パラメタが、前記データセットの前記セグメント化と低レベル分析との少なくとも１
つに基づき決定され、前記視覚化パラメタは、前記構造体の相対位置、前記構造体に対す
る方向、前記構造体と注目対象との距離、及び動き推定からなるグループから選択され、
前記データセットの第１の投影が、前記生体検査針の長手軸の方向で行われ、結果として
、前記長手軸の方向に垂直な画像表面領域を持つ第１の画像を生じさせ、前記データセッ
トの第２の投影は、前記生体検査針の長手軸に垂直な方向で行われ、結果として、前記生
体検査針を有する第２の画像を生じさせる、請求項７に記載の画像処理デバイス。
【請求項９】
　画像化システムであって、多次元データセットを格納するメモリと、前記データセット
の視覚化を行う画像プロセッサとを有し、該画像プロセッサが、前記データセットをロー
ドする処理と、前記データセットにおける構造体のセグメント化を行う処理と、前記デー
タセットの視覚化を行う処理とを行い、前記視覚化の投影方向は、前記構造体に基づき決
定され、
　前記データセットの視覚化から生じる画像におけるレンダリング方法が変更され、前記
レンダリング方法の変更が、前記画像における非一様な品質をもたらし、
　前記レンダリング方法の変更が、前記画像におけるサンプリングレートを変更すること
を有し、前記レンダリング方法の変更は、視覚化パラメタに基づき行われる、画像化シス
テム。
【請求項１０】
　前記構造体が生体検査針であり、前記視覚化は視覚化パラメタに基づき行われ、前記視
覚化パラメタが、前記データセットの前記セグメント化と低レベル分析との少なくとも１
つに基づき決定され、前記視覚化パラメタは、前記構造体の相対位置、前記構造体に対す
る方向、前記構造体と注目対象との距離、及び動き推定からなるグループから選択され、
前記データセットの第１の投影が、前記生体検査針の長手軸の方向で行われ、結果として
、前記長手軸の方向に垂直な画像表面領域を持つ第１の画像を生じさせ、前記データセッ
トの第２の投影は、前記生体検査針の長手軸に垂直な方向で行われ、結果として、前記生
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体検査針を有する第２の画像を生じさせる、請求項９に記載の画像化システム。
【請求項１１】
　前記画像化システムが、MR画像化システム、CT画像化システム及び超音波画像化システ
ムのいずれかである、請求項９に記載の画像化システム。
【請求項１２】
　多次元データセットの視覚化を行うためのコンピュータプログラムであって、該コンピ
ュータプログラムは、画像プロセッサで実行されるとき、該画像プロセッサに、前記デー
タセットをロードする処理と、前記データセットにおける構造体のセグメント化を行う処
理と、前記データセットの視覚化を行う処理とを行わせ、前記視覚化の投影方向が前記構
造体に基づき決定され、
　前記データセットの視覚化から生じる画像におけるレンダリング方法が変更され、前記
レンダリング方法の変更が、前記画像における非一様な品質をもたらし、
　前記レンダリング方法の変更が、前記画像におけるサンプリングレートを変更すること
を有し、前記レンダリング方法の変更は、視覚化パラメタに基づき行われる、コンピュー
タプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタル画像化の分野に関する。特に、本発明は、多次元データセットを視
覚化する方法、多次元データセットの視覚化を行う画像処理デバイス、画像化システム及
びコンピュータプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡検査及び生体検査は共に、医療診断における重要な技術である。それはしばしば
、生きている人間の体内を視覚的に検査することにより、又は、生きている人間の体内か
らの組織プローブを得ることにより、ある症状の発生源又は病気の初期段階の兆候を決定
することのみが可能である。毎年、何千もの内視鏡検査行為が実施されている。光学内視
鏡検査は、人体内部の中空器官又は空洞を検査するのに使用される医療行為である。これ
は、自然の穴又は小さな切開口(incision)を通して内視鏡が患者に挿入されるため、しば
しば痛みを伴う処置である。
【０００３】
　斯かる検査の間、診断処置目的で、医療デバイスを患者の体内に挿入し、及び同時にそ
の医療デバイスの動きを例えば超音波画像化システムを用いて監視することにより、特定
の内部器官の組織片といった注目対象のサンプルを除去する医療処置が行われることがで
きる。斯かるリアルタイム３次元画像化において、視覚化の方法及び方向(orientation)
の選択は、その診療(intervention)が成功するために非常に重要である。ボリュームがレ
ビューモードにおいて何度も何度も繰り返し表示される場合がある非リアルタイムタスク
と比べると、リアルタイムタスクにおいては、最も有益な態様でボリュームを表示する機
会は１回しかない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　２次元の画面に表示されなければならない３次元情報が大量に存在するため、ボリュー
ム表示は困難なタスクである。３次元データの視覚化法はすべて、取得された情報の大部
分を無視する。例えば、表面シェーディングにおいては、多くの画像ボクセルが画面に表
示される画像に隠される。同様に、最大値投影法(maximum intensity projection)におい
ては、各投影された光線(ray)上で、１つのボクセルの貢献(contribution)だけが表示さ
れる。
【０００５】
　生じる１つの疑問は、リアルタイムアプリケーションにおいて何を無視し、何を表示す
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べきかということである。なぜなら、医師は介入的デバイス(interventional)を操作する
ことに完全に集中しており、ユーザ制御が不可能であるか又はユーザに過度の負担を課す
場合があるからである。
【０００６】
　本発明の目的は、多次元データセットの改良された視覚化を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に記載される本発明の例示的な実施形態によれば、上述した目的は、多次元デ
ータセットを視覚化する方法によって解決されることができ、そこでは、その方法は、そ
のデータセットにおける構造体のセグメント化を行うステップと、そのデータセットの視
覚化を行うステップとを有し、その視覚化の投影方向が前述の構造体に基づき決定される
。
【０００８】
　言い換えると、データセットにおけるある構造体が、セグメンテーション処理により特
定されることができ、そのセグメント化された構造体に基づき、そのデータセットの画像
スライス又は投影が視覚化される。そこでは、そのデータセット内部の投影の位置がその
構造体に関連付けられる。
【０００９】
　有利には、本発明のこの例示的な実施形態によれば、これは、視覚化処理のパラメタの
選択を自動化することを可能にし、従って改良された視覚化を可能にすることができる。
【００１０】
　請求項２に記載される本発明の別の例示的な実施形態によれば、投影方向に関する情報
を有し、かつ、そのデータセットにおける構造体のセグメント化と、そのデータセットの
低レベル分析との少なくとも１つに基づき決定される視覚化パラメタに基づき、前述の視
覚化が行われる。更に、その視覚化パラメタは、その構造体の相対位置、その構造体に対
する方向、その構造体と注目対象との距離、動き推定及び動き補償からなるグループから
選択される。
【００１１】
　有利には、本発明のこの例示的な実施形態によれば、画像スライスは、その構造体に対
する特定の方向、及び例えば、その構造体から特定の距離離れた位置に視覚化されること
ができる。更に、本発明のこの例示的な実施形態によれば、多次元データセットは、例え
ば、心電図(ECG)データといった、動き推定又は補償に必要なデータを有することができ
る。この追加的なデータは、例えば、そのデータセットの動き補償された視覚化のために
使用されることができる。
【００１２】
　請求項３に記載される本発明の別の例示的な実施形態によれば、その構造体は、生体検
査針(biopsy needle)及び内視鏡プローブのいずれかであり、そこでは、そのデータセッ
トの第１の投影が、その構造体の長手軸の方向において行われ、結果として、その長手軸
の方向に垂直な画像表面領域を持つ第１の画像を生じさせる。更に、その構造体の長手軸
に垂直な方向においてそのデータセットの第２の投影が行われ、結果として、その構造体
を有する第２の画像を生じさせる。
【００１３】
　有利には、本発明のこの例示的な実施形態によれば、これは、生体検査針の表示方向を
視覚化する第１の画像スライスと、生体検査針自身を視覚化する第２の画像スライスと、
生体検査針を有する平面に関するデータとを提供することができる。これは、うまく成功
するかつ高速な生体検査又は内視鏡検査を行うのに必要な情報を効果的に視覚化すること
を可能にすることができる。
【００１４】
　本発明の別の例示的な実施形態が請求項４に記載され、そこでは、視覚化パラメタの少
なくとも１つがそのデータセットの視覚化の間に表示される。
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【００１５】
　有利には、これは、生体検査針又は内視鏡を操作する医師に、例えば、注目対象に対す
る構造体の相対的な位置に関する重要な情報を与えることができる。
【００１６】
　請求項５に記載される本発明の別の例示的な実施形態によれば、その方法は、そのデー
タセットの視覚化から生じる画像においてレンダリング方法を変更するステップを更に有
し、そこでは、そのレンダリング方法の変更が、画像の非一様な品質をもたらす。更に、
請求項６に記載される本発明の例示的な実施形態によれば、レンダリング方法の変更は、
画像におけるサンプリングレートの変更を有し、そのレンダリング方法の変更は、視覚化
パラメタに基づき行われる。
【００１７】
　有利には、請求項５及び６に記載される本発明の例示的な実施形態によれば、これは、
画像スライスの中心(それは、生体検査針が示される場所である)における最大画像品質を
可能にすると同時に、その画像スライスのエッジ(それは、ユーザにとってあまり興味の
ない場所である)において低下された画像品質を可能にすることができる。有利には、こ
れは、計算コストの削減を提供することができる。
【００１８】
　請求項７に記載される本発明の別の例示的な実施形態によれば、セグメント化が、Houg
h変換とアクティブローカライザ(active localizer)の決定とのいずれかに基づき行われ
る。
【００１９】
　これは、その構造体の効果的で信頼性のあるセグメント化を可能にすることができる。
【００２０】
　請求項８に記載される本発明の別の例示的な実施形態によれば、そのデータセットは、
超音波画像化システム、CT画像化システム及びMR画像化システムを用いて取得される。
【００２１】
　請求項９に記載される本発明の別の例示的な実施形態によれば、多次元データセットを
視覚化する画像処理デバイスが与えられ、それは、データセットを格納するメモリと、以
下の処理を行うよう適合される画像プロセッサとを有する：つまり、データをロードする
処理と、そのデータセットにおける構造体のセグメント化を行う処理と、そのデータセッ
トの視覚化を行う処理とである。その視覚化の投影方向は、その構造体に基づき決定され
る。
【００２２】
　有利には、これは、改良された視覚化を可能にすることができる。
【００２３】
　画像処理デバイスの更なる例示的な実施形態が請求項１０に記載される。
【００２４】
　本発明はまた、多次元データセットを格納するメモリと、そのデータセットの視覚化を
行うよう適合される画像プロセッサとを有する画像化システムにも関する。本発明の側面
によれば、その画像化システムは、MR画像化システム、CT画像化システム及び超音波画像
化システムのいずれかである。本発明による画像化システムは、請求項１１から１３に記
載される。
【００２５】
　有利には、これは、CT画像化システム、MR画像化システム又は超音波画像化システムに
より取得される多次元データセットの改良された視覚化を可能にすることができる。
【００２６】
　本発明はまた、例えば画像プロセッサのようなプロセッサで実行されることができるコ
ンピュータプログラムにも関する。斯かるコンピュータプログラムは、例えば、CTスキャ
ナシステム、MRスキャナシステム又は超音波画像化システムの一部であってもよい。本発
明の例示的な実施形態によるコンピュータプログラムは、請求項１４に記載される。こう
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したコンピュータプログラムは、好ましくは、画像プロセッサ又は汎用コンピュータのワ
ーキングメモリにロードされることができる。こうして画像プロセッサは、本発明の方法
の例示的な実施形態を実行する機能を備えられる。そのコンピュータプログラムは、CD-R
OMのようなコンピュータ可読媒体に格納されることができる。また、コンピュータプログ
ラムは、ネットワーク、例えば、ワールドワイドウェブを介して提供されることもでき、
斯かるネットワークから、画像プロセッサのワーキングメモリにダウンロードされること
ができる。本発明のこの例示的な実施形態によるコンピュータプログラムは、例えば、C+
+のような任意の適切なプログラム言語で書かれることができる。
【００２７】
　本発明の例示的な実施形態の要点として、注目対象に対する(ユーザによってもたらさ
れる)介入(intervention)が、医師であるユーザによる対話的な入力を必要とすることな
く視覚化されることであると理解されることができる。実際、視覚化処理のためのパラメ
タ、例えば表示方向に関するものは、データ取得の間に自動的に選択されることができる
。そのことは、患者の腹部内のシスト又は患者の子宮内の芽細胞種(plastoma)又は新生物
(neoplasm)といった注目対象に関して、生体検査針といった構造体の実際の方向及び相対
的な位置を効率的にトラッキングすることを可能にすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　本発明のこれら及び他の側面は、本書において述べられる実施形態から明らかとなり、
又は実施形態を参照して説明されるであろう。
【００２９】
　本発明の例示的な実施形態が、以下の図面を参照して以下に説明されることになる。
【００３０】
　図１は、本発明によるMR画像化システムの本発明の例示的な実施形態を示す。この例示
的な実施形態及び図２に表される実施形態(超音波画像化システム)を参照して、本発明は
、医療画像化の分野における用途に関して説明が行われることになる。しかしながら、本
発明は、医療画像化の分野における用途に限定されるものではなく、例えば、荷物の中身
に含まれる爆発物といった危険物質を発見するための荷物検査の分野において起こりうる
、侵襲性が最小の処理のいずれかの他の形式といった他の用途、又は材料検査といった他
の産業上の用途においても使用されることができることに留意されたい。
【００３１】
　検査されなければならない又は組織プローブが取られる患者２１５が置かれる検査空間
２１７を囲い、軸２１８に沿って配置されるコイル２１０を、MRスキャナシステムは有す
る。有利には、患者は、検査空間２１７の低い部分に配置される可動テーブル又はコンベ
ヤベルト２１６上に横たわる。検査空間２１７を囲うコイル２１０の系は、HFコイル２１
９と、内部コイル２１３及びアクティブシールドコイル又はシールド２１２を有するグラ
ジエントコイルのアクティブシールド(actively shielded)装置と、磁場の生成の間、冷
却するために中にコイルが配置される低温保持装置２１１とを有する。グラジエントコイ
ルの装置２１３、２１２は、グラジエント増幅器２２０に接続されることができる。
【００３２】
　更に、MRスキャナ又は画像化システムは、個別のモータ、例えば、コンベヤベルト２１
６を動かすためのモータに関するモータ制御ユニットと、計算ユニット(図１において図
示省略)とを有することができる。
【００３３】
　計算ユニットは、データセットを格納するメモリを有する画像処理デバイスに一体化さ
れる画像プロセッサにより実現されることができ、また、本発明による方法の例示的な実
施形態に基づくデータセットの視覚化を行うよう適合されることもできる。本発明の側面
によるデータプロセッサ又は画像プロセッサは、データセットにおける構造体のセグメン
ト化を行うため、そのデータセットをロードするよう適合されることができる。更に、デ
ータプロセッサは、データセットの視覚化を行うよう適合されることができ、そこでは、
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視覚化の投影方向がその構造体に基づき決定される。
【００３４】
　更に、計算ユニットは、例えば自動的にアラームを出力するためにラウドスピーカ(図
１において図示省略)に接続されることができる。
【００３５】
　図２は、本発明の例示的な実施形態に基づき超音波画像化システムにより視覚化される
、介入的な生体検査法の概略的な表現を示す。生体検査針２０５は、腹部２０６から組織
サンプルを取るために、小さな切開口２０８を通して患者に挿入される。生体検査針２０
５は、腹部の壁から組織プローブの破片２０７を切除するために操作手段２０１により操
作されることができる。生体検査針２０５の動きと、注目対象２０７に対するその相対的
な位置を追跡するために、本発明の例示的な実施形態によれば、超音波画像化システム２
０２が使用されることができる。超音波画像化システム２０２は、注目対象２０７に向か
って伝播する超音波信号２０４を生成し、注目対象２０７から反射されるエコー信号を受
信するのに使用される超音波トランスデューサを有することができる。斯かる超音波画像
化システムは従来においてもよく知られており、ここでは詳細な説明は行わない。
【００３６】
　本発明によれば、画像化システム２０２は、必ずしも超音波画像化システムである必要
はなく、例えば、MR画像化システム又はCT画像化システムといった他の適切な種類の画像
化システムであっても良いことを理解されたい。
【００３７】
　いずれも場合であっても、画像化システム２０２は、注目対象２０７の多次元データセ
ットの取得を提供する。動作中、多次元データセットは、コンスタントに更新されること
ができる。多次元データセットは、腹部のボリュームを表す３次元データセット又は、例
えば、動き検出及び動き補償用の、心電図を用いた心拍のような追加的な情報を有する４
次元データセットとすることができる。更に、例えば、３次元データセットの連続によっ
て形成される４次元データセットであってもよい。しかし、本発明は、３次元又は４次元
データセットに限定されるものではなく、３次元ボリューム情報及びECG情報の範囲を超
える情報を有する５次元又はそれ以上の次元のデータセットの視覚化のために同様に実現
されることができる点を理解されたい。
【００３８】
　超音波画像化システムにより取得されるボリューム内のどこかに、生体検査針が存在す
る。臓器の表面を表示することは全く役に立たない。なぜなら、その針は臓器の中に隠れ
てしまうからである。ボリュームを通る標準的な投影は、組織が抽出されなければならな
い箇所に対する針の方向に関するわずかな影響となるにすぎない。
【００３９】
　ここでは、本発明の側面による方法は、有利にはリアルタイムに、Hough変換のような
ボリューム処理方法を用いて、ボリュームから生体検査針をセグメント化する。このセグ
メント化は、生体検査針の位置及び延伸方向を与えることができる。ボリュームが針の延
伸方向に投影されるならば、針が注目対象の中心を向いている(target)か否かが即座に明
らかとなる。同時に、表示スライスにおいて横たわる針を伴うボリュームを通るセクショ
ンが、針の先(needle tip)から目標領域までの距離に関する情報を与えることができる。
【００４０】
　その概念は、シック・スラップ・オリエンテーション(thick slap orientation)、表面
レンダリング視点の選択及びアクティブローカライザ(active localizer)の一体化にまで
拡張されることができることを理解されたい。例えば、セグメント化は、必ずしもHough
変換によって行われなければならないわけではない。Hough変換は、線、円及び容易にパ
ラメタ化されることのできる又は離散的なポピュラリティアルゴリズム(popularity algo
rithm)の観点から成型されることができる(cast)何か他のものといった広範囲な特徴を堅
牢に検出可能なコンピュータ可視アルゴリズム(computer vision algorithm)である。例
えば、その物理的特性のいくつかが周囲の組織の物理的特性(例えば反射係数)に似ている
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という理由で、その構造体が形状において線形ではあるが、画像化システムに対しては可
視でない場合、セグメント化においてHough変換を用いることは有利ではない場合がある
。その代わりに、アクティブローカライザがその構造体(例えば生体検査針)に一体化され
、その一体化されたアクティブローカライザが、交互性のある外部電磁場と適切な検出器
とを用いて個別にセグメント化されることができる。アクティブローカライザの検出は、
よく知られており、ここでは詳細には説明されない。一体化されたアクティブローカライ
ザの検出の後、その構造体の方向及び位置が容易に実行されることができる。
【００４１】
　図３は、本発明の例示的な方法により視覚化される２つの投影の概略的な表現を示す。
第１の投影つまり画像スライス３０１は、腹腔内部の注目対象２０７を表す。画像スライ
ス３０１は、生体検査針２０５(図２参照)の方向に投影され、そこで、生体検査針２０５
がどの方向を向いているかに関するアイデアをユーザに与える。生体検査針２０５の向き
は、クロス３０３で表されることができる。
【００４２】
　画像スライス３０２は、注目対象２０７(例えば、シスト、膿瘍又は新生物)と生体検査
針２０５とを示す。画像スライス３０２は、生体検査針２０５の平面において取られるの
で、生体検査針２０５の先端と注目対象２０７との距離は、データセットから計算され、
画像スライス上に表示されることができる(ここでは、5cm)。画像スライス３０１及び３
０２は共に、生体検査の間医師を効率的に手助けし、従って、生体検査の高速な実行と注
目対象２０７からの組織の正確な抽出を可能にする。
【００４３】
　図４は、本発明による多次元データセットを視覚化する方法の例示的な実施形態のフロ
ーチャートを示す。その方法はステップＳ０で始まり、その後、ステップＳ１において、
例えば、CT画像化の場合、例えば、多色ビームを生成する電磁照射の多色源を用いて、及
び多色ビームを検出する照射検出器を用いてデータセットの取得が行われる。
【００４４】
　その後、ステップＳ２において、Hough変換又は一体化されたアクティブローカライザ
の検出に基づき、生体検査針のセグメント化が行われる。そして、ステップＳ３において
、そのデータセットの低レベル分析が行われ、視覚化パラメタが選択される。視覚化パラ
メタは、注目対象に対するその構造体の相対位置、その構造体への相対的な方向、その構
造体と注目対象との距離、並びに例えばECGデータに基づく動き推定及び動き補償を有す
ることができる。動きは、動きマップの生成とその動きマップに基づく画像スライスの動
き補償された再構築を行う事とにより補償されることができる。動き推定及び補償は従来
技術においてよく知られており、ここでは、詳細な説明は行われない。
【００４５】
　データセットの視覚化は、結果として、生体検査針の長手軸に垂直な画像表面領域を持
つ画像スライスを生じさせる、その長手軸の方向でのデータセットの第１の投影と、結果
として、生体検査針を有する第２の画像スライスを生じさせる、生体検査針の長手軸に垂
直な方向での第２の投影とを有する。
【００４６】
　言い換えると、データセットからの特定の選択された画像スライスが、患者の検査又は
操作の間に視覚化される。画像スライスは、医師からの入力を必要とすることなく、超音
波画像化システムにより自動的に選択される。有利には、画像スライスは、生体検査針の
表示方向と生体検査針の表示方向に垂直な方向とでの投影を表す。従って、医師は、超音
波源２０２に対する実際の位置とは独立して、常に自身の生体検査針２０５の方向を「目
にする」ことになる(図２及び３参照)。
【００４７】
　ステップＳ５において、データセットの第１及び第２の投影のレンダリングをする間、
画像スライスにおけるレンダリング方法が変更されることができ、結果として、画像の非
一様な品質を生じさせる。レンダリング方法の変更は、視覚化パラメタに基づき、データ
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ば、図３におけるクロス３０３に隣接する領域は、高いサンプリングレートでレンダリン
グされることができ、結果として、画像スライス３０１の中心における最大の画像品質を
生じさせる。一方、画像スライス３０１の外端領域は、低いサンプリングレートでレンダ
リングされることができ、結果として、画像スライス３０１のエッジにおいては低い画像
品質を生じさせる。従って、画像スライス３０１の重要な部分(つまり中心)は、高い画像
品質で表示され、一方注目度の低い部分(外端領域)は、より低い画像品質で表され、従っ
て、計算コストを削減し、改良されたレンダリング速度を生じさせる。
【００４８】
　その後、ステップＳ６において、例えば、その構造体と注目対象との距離のような、デ
ータセットの低レベル分析に基づくパラメタが、そのデータセットの視覚化の間に表示さ
れる。
【００４９】
　その方法はステップＳ７で終了する。
【００５０】
　図５は、本発明の方法の例示的な実施形態を実行するための、本発明による画像処理デ
バイスの例示的な実施形態を表す。図５に表される画像処理デバイスは、患者の体の組織
片のような注目対象を表す画像を格納するメモリ１５２に接続される中央処理ユニット(C
PU)、つまり画像プロセッサ１５１を有する。画像プロセッサ１５１は、複数の入力／出
力ネットワーク、又はMRデバイス若しくは超音波画像化システムといった診断デバイスに
接続されることができる。画像プロセッサは更に、例えば、コンピュータモニタのような
、画像プロセッサ１５１で計算又は適合される情報又は画像を表示する表示デバイス１５
４に接続される。操作者は、キーボード１５５及び／又は図５において図示省略されてい
る他の出力デバイスを介して、画像プロセッサ１５１と対話することができる。
【００５１】
　更に、バスシステム１５３を介して、画像処理及び制御プロセッサ１５１を、例えば、
注目対象の動きを監視するモーションモニタに接続することも可能である。例えば、患者
の肺が生体検査又は内視鏡検査の対象である場合、モーションセンサは、呼気センサとす
ることができる。心臓が画像化される場合、モーションセンサは、心電図(ECG)とするこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明による磁気共鳴(MR)画像化システムの実施形態の簡略化された概略表現を
示す図である。
【図２】本発明の例示的な実施形態による超音波画像化システムにより視覚化される介入
的生体検査の概略表現を示す図である。
【図３】本発明の方法による視覚化された投影の概略的な表現を示す図である。
【図４】本発明による多次元データセットを視覚化する方法の例示的な実施形態のフロー
チャートを示す図である。
【図５】本発明による方法の例示的な実施形態を実行するための、本発明による画像処理
デバイスの本発明の例示的な実施形態を示す図である。
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摘要(译)

在实时三维成像中，可视化方法和方向的选择对于成功干预是非常重要的。一个重要的问题是在用户控制不适合的环境中，要忽略
什么以及要在实时应用程序中显示什么。本发明通过使感兴趣的对象可视化干预（由用户提供）而不需要用户的交互输入来解决该
问题。有利地，根据本发明的示例性实施例，在数据获取期间自动选择用于可视化过程的参数，这意味着实际的可以在方向和相对
位置之间实现有效跟踪。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/0ff2a87b-9cb4-4b94-9240-4cc2a91fec51
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/034963765/publication/JP4829217B2?q=JP4829217B2



